
■被災地方公共団体の復興地域づくりに必要なハード事業を幅広く一括化

土地区画整理事業（補助金）

防災集団移転促進事業（補助金）

道路整備事業（補助金）

農業農村整備事業（補助金）

漁業集落整備事業（補助金）

学校整備事業（補助金）

浄化槽整備事業（補助金）

・
・

基幹事業・・・5省40事業

復興計画の下に進め
る地域づくりを支援

被災地方公共団体

調整中

病院耐震化事業（補助金）

東日本大震災復興交付金（仮称）について

目的：復興交付金の創設により、被災地方公共団体が自らの復興プランの下に進める地域づくり
を支援し、復興を加速させる。

対象：甚大な面的被害からの復興地域づくりに必要となる事業

基幹事業

基幹事業と関連し、
復興のためのハー
ド・ソフト事業を実
施可能とする使途の
緩やかな資金を確保。

■使途の自由度の高い資金により、ハード・ソフト事業ニーズに対応
（補助率80％（Ｐ）、基幹事業費の35％（Ｐ）を上限）

基 幹 事 業

都市公園整備事業
防災集団移転促進事業
都市防災推進事業
市街地再開発事業

：

効果促進事業
（例）

災害発生時の避難路を整備
低地の市街地とを結ぶバス路線整備

ハザードマップを作成
まちづくりワークショップを開催

効果促進事業
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■執行の弾力化・手続きの簡素化

○執行上の弾力化等 事業間流用や年度間調整（検討中）、交付・繰越・変更等に係る諸手続きの簡素化

○ワンストップ化 市町村の復興計画全体（関連する県事業を含む）をパッケージで国に提出。

内閣府で予算を一括計上し、市町村が提出する計画に基づいて配分。
各府省と協力して事業実施。

■地方負担については、①追加的な国庫補助、及び②地方交付税の加算、により全て手当

防災集団移転促進事業（3/4)

土地区画整理事業（1/2)

農業農村整備事業(1/2)

地方負担（1/4)

地方負担（1/2)

地方負担（1/2)

①追加的な国庫補助：地方負担分の50％及び効果促進事業の80％を国庫補助（Ｐ）

②地方交付税の加算：なお生じる地方負担は地方交付税の加算により確実に手当て（その財源は３次補
正で全額措置）（Ｐ）

効果促進事業

（例）

地方負担の軽減

地方負担分の50％を補助 効果促進事業の80％を補助
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